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選挙の
しくみ



選挙の種類

第1章
選挙のしくみ 制度の基本

	▶ 地方選挙には、次のような種類があります。

選挙の種類

都道府県の知事選挙 都道府県議会の議員選挙

指定都市の市長選挙 指定都市議会の議員選挙

指定都市以外の市長選挙 指定都市以外の市議会の
議員選挙

特別区の区長選挙 特別区議会の議員選挙

町村長選挙 町村議会の議員選挙

	▶ 指定都市とは、札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、川崎、相
模原、新潟、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、岡
山、広島、福岡、北九州、熊本の20都市です。

〔地方自治法252条の19関係〕

	▶ 特別区とは、東京都の23区です。
〔地方自治法281条関係〕

ポイント
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選挙区の区割りと定数（都道府県）

	▶ 都道府県議会の議員選挙は、原則として、１つの市の区域、１つ
の市と隣接する町村を合わせた区域、隣接する町村を合わせた
区域を基本として条例で定めることとなります。なお、指定都
市の場合は、当該指定都市の区域を２以上の区域に分けた区域

（ただし、原則として、区の区域は分割しない）が基本となります。
〔公職選挙法15条関係〕

	▶ 定数は、都道府県の条例により定められることとなります。
〔地方自治法90条関係〕

ポイント

選挙区の区割りと定数（市・特別区）

	▶ 市・特別区議会の議員選挙は、原則として、市の全域・区の全
域が１つの選挙区となります。
ただし、指定都市の議会の議員選挙は行政区の区域が選挙区と
なります。

〔公職選挙法１５条・２６６条関係〕

	▶ 定数は、市・特別区の条例により定められることとなります。
〔地方自治法９１条・２８３条関係〕

ポイント

選挙区の区割りと定数（町村）

	▶ 町村議会の議員選挙は、原則として、町村の全域が１つの選挙
区となります。

〔公職選挙法１５条関係〕

	▶ 定数は、町村の条例により定められることとなります。
〔地方自治法９１条関係〕

ポイント

制度の基本
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第3章
立候補 立候補の届出

立候補届出期間
	▶ 立候補の届出期間は、選挙期日の告示の日（１日間）だけであ
り、届出時間は、午前８時30分から午後５時までです。告示日
が日曜・祝日でも届出はできますが、届出時間を過ぎると受理
されません。

〔公職選挙法86条の4、270条関係〕

ポイント

届出先
	▶ 立候補の届出先は、選挙管理委員会ではなく、選挙長です。選
挙長の氏名は、選挙期日の告示と同時に選挙管理委員会が告示
します。選挙長の氏名は告示前でもあらかじめわかっているた
め、立候補届の受付場所などと共に確認しておく必要がありま
す。なお、郵送による届出はできません。

〔公職選挙法86条の4関係〕

ポイント

立候補届出に必要なもの
	▶ 立候補の届出には、次の書類が必要です。立候補の手続は複雑です
ので、多くの選挙管理委員会が予備的審査を実施しています。届出
人は、正規の届出をする前にこれを受けておくことが適当です。
①候補者届出書（本人届出の場合のみ）
②推薦届出書（推薦届出の場合のみ）
③供託証明書
④�選挙期日において住所に関する要件を満たす者であると見込

まれる旨及び候補者となることができない者でない旨の宣誓
書（「住所に関する要件を満たす者であると見込まれる者」の
宣誓をするのは地方公共団体の議会議員の選挙のみ）

⑤所属党派証明書（無所属の者は不要）
⑥戸籍謄本または抄本
⑦�通称認定申請書と通称の説明資料（通称使用希望者のみ。な

お、旧姓を通称使用する場合は説明資料は不要）
⑧候補者推薦届出承諾書（推薦届出の場合のみ）
⑨選挙人名簿登録証明書（推薦届出の場合のみ）
※�上記以外に必要なものについては、あらかじめ選挙管理委員

会にお問い合わせください。
〔公職選挙法86条の4関係〕

ポイント

34



立候補届出書または推薦届出書

	▶ 立候補の届出には、候補者となろうとする人が自ら届け出る方
法（本人届出）と、候補者と同じ選挙区内の選挙人名簿に登録
された人が候補者の承諾を得て届け出る方法（推薦届出）の２
種類があります。

	▶ 本人届出の場合は立候補届出書を、推薦届出の場合は推薦届出
書を提出しなければなりません（Ｐ36・37参照）。

	▶ 届出書の「党派」には、候補者が所属する政党その他の政治団
体の名称を記入しなければなりません。２つ以上の政治団体に
所属する場合は、いずれか１つの名称を記入することになりま
す。無所属の場合は、「無所属」と記入しなければなりません。

	▶ 届出書の「職業」は、なるべく詳細に記入することが必要です。
例えば、単に「公務員」と書くのではなく「○○市民生委員」
というように書かなければなりません。

	▶ 届出書には、地方公共団体の長や議会議員との兼職を禁止され
ている職業に就いている人は、その職名を記入しなければなり
ません。地方公共団体と請負関係のある人は、その旨を記載し
なければなりません。

〔いずれも公職選挙法86条の4、同法施行令89条関係〕

	▶地方公共団体の長や議会議員との兼職を禁止されている職業とは
各法律の規定によって、地方公共団体の長や議会議員との兼職を
禁止されている職のことです。これらの人が当選した場合には、
原則として、従前の職業を辞めたものとみなされます（Ｐ137参照）。

	▶請負業者はなぜ請負関係を記載しなければならないのか
地方公共団体と請負関係のある人は、請負先の地方公共団体の長
や議会議員と兼職できないためです。したがって、当選しても、
当選の告知を受けた日から5日以内に請負関係がなくなった旨の
届出をしないと、当選の資格を失うことになります（Ｐ135参照）。
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買収目的交付罪

	▶ 普通買収罪、利害誘導罪、事後買収罪を犯させることを目的に、
選挙運動者に対して、金銭や物品を交付したり、その申込みや
約束をしたりすること。または選挙運動者がその交付を受けた
り、その申込みを要求したり、承諾したりすること。

「交付」とは、選挙人または選挙運動者に供与させるために、仲介人
となる選挙運動者に金銭や物品などを寄託する行為をいいます。
普通買収罪や事後報酬供与罪との違いは、選挙人や選挙運動者を買
収するために、選挙運動員を仲介人として、その選挙運動員に金銭
や物品を交付すれば罰せられる点です。仲介人に交付すること自体
は実質的には買収の予備にすぎませんが、他の買収行為と同じよう
に処罰されます。

３年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金
〔公職選挙法２２１条①Ⅴ関係〕

買収周旋勧誘罪

	▶ これまで述べた５つの買収罪に該当する行為に関して、周旋ま
たは勧誘をすること。

実質的には前述した５つの買収罪の教唆や幇助ですが、独立した罪
として処罰されます。

３年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金
〔公職選挙法２２１条①Ⅵ関係〕
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買収罪

選挙事務関係者等の買収罪

	▶ 中央選挙管理会の委員やその庶務に従事する総務省の職員、参
議院合同選挙区選挙管理委員会の委員やその職員、選挙管理委
員会の委員やその職員、投票管理者、開票管理者、選挙長や選
挙分会長、選挙事務に関係する国や地方公共団体の職員などの
選挙事務関係者が、これまで述べた買収罪のいずれかを犯すこ
と。または、公安委員会の委員や警察官がその関係区域内の選
挙に関して、同様の罪を犯すこと。

これまで述べたすべての買収罪に関して、犯罪の主体が選挙事務関
係者などの場合には、刑が加重されています。

４年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金
〔公職選挙法２２１条②関係〕

候補者等の買収罪

	▶ 候補者、選挙運動総括主宰者、出納責任者、地域主宰者が、こ
れまで述べた買収罪のいずれかを犯すこと。

選挙事務関係者等の買収罪と同じように、犯罪の主体が候補者など
の場合にも刑が加重されています。さらに、候補者等が有罪となった
場合は、当選は無効となります。

４年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金
〔公職選挙法２２１条③関係〕
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